
 

 

 

 

１０－                                                    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       年   月   日 

 

 

         

 

 

被 保 険 者 証 の 記 号 番 号 
１２ フリガナ

母 親 の 氏 名 年  齢

本店 
支店 

銀行・信金・信組

分 娩 年 月 日 出 生 児 氏 名 分 娩 の 種 類

１生産 （第   週）
２死産 （第   週）

世 帯 主 
と の 続 柄 

 労金・農協 
金融機関名 

預金の種類 

口座番号（右詰め） フリガナ
氏名

振

込

指

定

先 

名

義

人

出産育児一時金申請額 

上記のとおり出産育児一時金の支給を申請します。 
振込先の口座名義人が申請者（世帯主）と異なる場合には、上記の口座名義人を代理人とし、上記 

指定口座への振込をもって相模原市からの支払金の受領と認めます。 

歳 

国民健康保険出産育児一時金支給申請書 

 

  年   月   日 

１．普通 

２．当座 

１９ 

２０ ２６ ２７ 

３差額支給       

店番号 

区市 
町村 

都道 
府県 分 娩 

機 関 名 

所 在 地 

名 称 

 
８ １１ 

相 模 原 市 

第 8 号様式 

国民健康保険 

住  所 

           申請者（世帯主） 氏  名                  印 

            

                    

 
電話番号 自   宅    （    ） 

緊急連絡先    （    ） 

 
相 模 原 市 長  あて 

（注意）母親の方が、健康保険、船員保険又は各種共済組合の被用者保険に１年以上加入されていて、子の出産

がその被用者保険をやめた日から６か月以内であるときは、従前加入していた被用者保険から支給でき

る場合があります。ただし他市の国保、国保組合、社保の扶養だった場合は除きます。 
 

 

 

□ 差額支給 
□ 直接支払制度未利用

□ 海外出産 

□領収・明細書の写し □直接支払制度利用の文書の写し 

□領収・明細書の写し□未利用の文書の写し□死産証明の写し

□海外での出生証明書の写しと翻訳文 

 

 

 

 

 

区民課及びまちづくりセンター処理欄
受付年月日、受付

場所及び確認者印
平成  年  月  日  
       （    ）区民課・まちづくりセンター・出張所 

□ 住民票等照合  □ 戸籍等照合 
□ 母子手帳  □ 死産届  □ 海外出産 
平成    年    月    日    

(      ) 区民課・まちづくりセンター・出張所 

事 

実 

等 

確 

認 

・  ・ 

母親の資格取得年月日 

出生児住民コード 

２８ ３５ 

３６ ４３ 

母 親 住 民 コ ー ド 

 

 

 

 

 

 

国

保

課

処

理

欄 

22.4 

銀行ＣＤ 支店ＣＤ 種 口座番号 預   金   者   名 

支 給 決 定 額 支給決定年月日 担当課長 副主幹 係 受払簿 端末 依頼書 
決

 裁平成  年  月  日 
４４ ５０ 

５１ ５４ ５５ ５７ ５８ ６０ ６５ ６６ ８２



出産育児一時金支給申請書の記載と添付書類について 

 

１ 支給申請の対象者 

  出産育児一時金は、被保険者の出産に関し、以下の要件のいずれかを満たす世帯主に対して現金（本

市は原則として銀行口座振込）支給するものです。 

   ○医療機関等への直接支払制度を利用し、出産（死産）費用が４２万円に満たないとき 

   ○医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき 

   ○海外での出産のとき 

 

２ 申請書記載上の注意 

  分娩年月日欄 ・・・  分娩をした日を記入してください。 

  分娩の種類欄 ・・・  該当する番号に○をつけ、１、２の場合は妊娠週数を記入してください。 

  分 娩機関名 ・・・  出産した分娩機関名と所在地を記入してください。 

  振込指定先欄 ・・・  申請者（世帯主）名義の口座を記入してください。 

             口座名義人が申請者と異なる場合は、申請者がその口座名義人に支給金の

受領を委任したとみなさせていただきます。 

             支払金振込口座等の記入がない場合は、国民健康保険課で現金受領してい

ただくことになります。 

 

３ 申請書に添付する書類 

出産育児一時金の申請ができるとき 添 付 書 類 
医療機関等への直接支払制度を利用し、出

産（死産）費用が４２万円に満たないとき

１．出産費用の領収・明細書の写し 
２．直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し 

医療機関等への直接支払制度を利用しな

かったとき 
１．出産費用の領収・明細書の写し 
２．直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し 
３．死産の場合は死産証明書または死胎埋火葬許可証

等の写し（妊娠 12 週以上） 
   ※死産届と同時に提出する場合は不要です。 

海外での出産のとき １．海外での出生証明書の写しとその翻訳文 

 

４ 申請書の提出時期と支給時期 

  毎月１５日までに申請した場合は翌月の２０日以降に支給します。 

  １６日から月末までに申請した場合は、翌月の月末以降に支給します。 

   

支給申請は、出産後２年以内に申請してください。 

              ［お問い合わせ先］ 

             相模原市役所 

                    国民健康保険課企画給付担当 

                〒２５２－５２７７ 

                          相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

                         電話０４２－７６９－８２３５（直通） 

                         電話０４２－７５４－１１１１（代表） 


